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（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 本 市 が 発 注 す る 建 設 工 事 及 び 測 量 ・ 建 設 コ ン

サ ル タ ン ト 業 務 委 託 （ 以 下 「 建 設 工 事 等 」 と い う 。） の 入 札 に お

い て  設 計 違 算 が 生 じ た 場 合 に お け る 入 札 の 透 明 性 、 公 平 性 等 を

確 保 す る た め 、 そ の 取 扱 い に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。  

（ 要 領 の 適 用 範 囲 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 は 、 予 定 価 格 が ２ ０ ０ 万 円 を 超 え る 建 設 工 事 及 び

予 定 価 格 が １ ０ ０ 万 円 を 超 え る 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 委

託 に 適 用 す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 要 領 に お い て 、「 設 計 違 算 」 と は 、 単 価 の 金 額 誤 り 、

数 量 の 違 い 、 費 用 の 計 上 漏 れ 等 の 理 由 に よ る 設 計 金 額 の 誤 り を い

う 。  

（ 開 札 前 に 設 計 違 算 が 判 明 し た 場 合 の 対 応 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 入 札 の 公 告 又 は 案 件 の 公 表 後 で 、 開 札 の 前 ま で に

設 計 違 算 の あ る こ と が 判 明 し た 場 合 は 、 当 該 入 札 を 中 止 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 設 計 違 算 の 内 容 及 び 金 額 の 誤 り

が 軽 微 で あ っ て 、 そ の 誤 り を 訂 正 し 、 そ の 内 容 等 を 周 知 す る こ と

に よ り 、 公 正 な 入 札 の 執 行 が 確 保 で き る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 市

長 は 、 当 該 入 札 を 続 行 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 開 札 後 で 落 札 決 定 の 前 に 設 計 違 算 が 判 明 し た 場 合 の 対 応 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 開 札 に よ り 落 札 候 補 者 を 決 定 し 、 当 該 落 札 候 補 者

に つ い て 落 札 者 と し て 決 定 で き る か 否 か の 審 査 を 行 っ て い る 段 階

に お い て 設 計 違 算 の あ る こ と が 判 明 し 、 そ の 違 算 の 状 況 を 踏 ま え

れ ば 当 該 落 札 候 補 者 の 決 定 が 誤 り で あ る こ と が 明 ら か と な っ た 場

合 は 、 当 該 入 札 に 係 る 手 続 及 び 決 定 を 取 り 消 す 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 設 計 違 算 の 内 容 及 び 金 額 の 誤 り



が 軽 微 で あ り 、 か つ 、 落 札 決 定 に 影 響 が な い と 認 め る 場 合 は 、 市

長 は 、 当 該 入 札 手 続 を 続 行 す る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 落 札 決 定 後 で 契 約 締 結 前 に 設 計 違 算 が 判 明 し た 場 合 の 対 応 )  

第 ６ 条  市 長 は 、 落 札 者 の 決 定 後 で 、 当 該 契 約 の 締 結 の 前 に 設 計 違

算 の あ る こ と が 判 明 し 、 当 該 落 札 決 定 が 誤 り で あ る こ と が 明 ら か

と な っ た 場 合 は 、 当 該 入 札 に 係 る 手 続 及 び 決 定 を 取 り 消 す 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 設 計 違 算 の 内 容 及 び 金 額 の 誤 り

が 軽 微 で あ り 、 か つ 、 落 札 決 定 に 影 響 が な い と 認 め る 場 合 は 、 市

長 は 、 当 該 入 札 手 続 を 続 行 す る こ と が で き る も の と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 落 札 者 の 決 定 が 取 り 消 さ れ た 場 合 に お い

て 、 当 該 者 に 損 害 が 生 じ た と き は 、 当 該 決 定 を 取 り 消 さ れ た 者

は 、 こ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 を 市 長 に 請 求 す る こ と が で き る 。  

（ 契 約 締 結 後 に 設 計 違 算 が 判 明 し た 場 合 の 対 応 )  

第 ７ 条  市 長 は 、 入 札 等 に よ る 契 約 を 締 結 し た 後 に 設 計 違 算 の あ る

こ と が 判 明 し 、 当 該 落 札 決 定 に 誤 り の あ る こ と が 明 ら か と な っ た

場 合 は 、 市 長 は 相 手 方 と 協 議 の 上 、 当 該 契 約 を 解 除 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 設 計 違 算 の 内 容 及 び 金 額 の 誤 り

が 軽 微 で あ り 、 か つ 、 落 札 決 定 に 影 響 が な い 場 合 、 又 は 、 当 該 契

約 の 履 行 状 況 に よ り 、 市 長 が 特 に 認 め る 場 合 は 、 当 該 契 約 を 継 続

す る こ と が で き る も の と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 当 該 解 除 さ

れ た 者 は 、 こ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 を 市 長 に 請 求 す る こ と が で き

る 。  

（ 公 表 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 第 ４ 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に よ り 、 入 札 の 中 止 、

契 約 解 除 等 を 行 っ た 場 合 は 、 市 ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 速 や か に そ の 内

容 を 公 表 す る も の と す る 。  

（ 準 用 ）  

第 ９ 条  第 ４ 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 予 定 価 格 、 最 低 制 限 価 格 、

低 入 札 調 査 基 準 価 格 及 び 数 値 的 判 断 基 準 に 設 定 誤 り の あ る こ と が



判 明 し た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


